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1. 事業者選定基準の位置付け 

事業者選定基準（以下「本書」という。）は、熱海市（以下「本市」という。）が、

来宮浄水場再整備事業（以下「本事業」という。）の実施にあたり、本事業を実施する

民間事業者（以下、「事業者」という。）を公募型プロポーザル方式により募集および

選定するための方法および基準を示すものである。 

 

2. 事業者選定委員会の設置 

事業者選定のための審査は、公平性および透明性を確保するとともに、客観的な評

価等を行うために設置する「来宮浄水場再整備事業 事業者選定委員会」（以下、「委員

会」という。）において行い、委員会の審査結果を踏まえ、本市で事業者を決定する。 

なお、選定委員会の委員（以下「委員」という。）は非公開とする。また、優先交渉

権者決定までの間に、本市関係者に対し、事業者選定に関して自己に有利になる目的

のための接触、働きかけ等を行った場合、当該応募者は参加資格を失う。 

 

3. 事業者決定までの手順 

事業者決定までの手順は次頁のとおりである。 
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図 3-1 事業者決定までの手順 

  

プロポーザル参加資格の確認

プロポーザル参加資格確認申請書等の確認

プロポーザル参加資格要件の確認

技術対話

技術評価点の算出

資格不備の場合は失格とする。

最終提案書類・提案価格書の受付

最終提案書類の確認

一次提案書類の確認

一次提案書類の受付

一次提案内容の確認

・技術提案内容の審査

価格評価点の算出

総合評価点の算定 契約の適切な履行がなされないと

判断される場合は失格とする。

予定価格を超える場合は無効。

調査基準価格を下回る場合は低入

札価格調査する。

事業者の決定

最優秀提案者の選定

要求水準に達していない場合は

失格とする。

プレゼンテーション

・基礎審査
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4. 事業者の選定 

事業者の選定は、プロポーザル参加資格の確認、提案内容の審査の順に実施する。

各審査の内容は、次のとおりである。 

(1) プロポーザル参加資格の確認 

① プロポーザル参加資格確認申請書等の確認 

本事業の応募者に求めたプロポーザル参加資格確認申請書等が全て揃っている

ことを確認する。書類不備の場合は追加提出を求めるが、提出期限内に指定する

書類が揃わなかった場合は失格とする。 

② プロポーザル参加資格要件の確認 

本市は、応募者が募集要項に記載したプロポーザル参加資格要件を満たしてい

ることを確認する。プロポーザル参加資格要件を満たしていない場合は失格とす

る。また、プロポーザル参加資格確認申請書等に虚偽の記載、もしくは重要な事

実について記載をしなかったことが判明した場合についても失格とする。 

プロポーザル参加資格要件は、以下を参照する。 

表 4-1 プロポーザル参加資格要件 

確認事項 確認内容 

応募者の構成等 募集要項「3.3.1 応募者の構成等」の各項目 

応募者の資格要件 募集要項「3.3.2 プロポーザル参加資格要件」の各項目 

 

(2) 一次提案書類の確認 

① 一次提案書類の受付 

本市は、プロポーザル参加資格要件を満たすことが確認できた応募者を対象と

して、募集要項において提出を求めた一次提案書類が提出され、一次提案書類が

全て揃っていることを確認する。提出期限内に指定する書類が揃わなかった場合

は失格とする。 

② 一次提案内容の確認 

本市は、土木・建築に限定して一次提案内容の確認を行う。 

(3) 技術対話 

本事業は、土木・建築の設計計画が事業の実現性に大きな影響を及ぼすが、土

木・建築の詳細設計および工事が含まれていない。このような事業の特性を踏ま
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え、応募者は技術提案の中段で土木・建築に限定して設計内容の中間報告を兼ねた

技術対話を行う。 

なお、技術対話後は、技術対話以外の内容の修正は原則として認めないものとす

る。 

(4) 技術評価点の算出 

① 最終提案書類の受付 

本市は、応募者から、技術対話を踏まえた最終提案書類が提出され、最終提案

書類が全て揃っていることを確認する。提出期限内に指定する書類が揃わなかっ

た場合は失格とする。 

② 技術評価審査 

本市は、最終提案書類に示された技術提案内容が、要求水準を満たしているか

否かを確認する。要求水準を満たしていない場合は失格とする。 

また、最終提案書類は、技術対話以外の内容の修正は原則として認めないもの

とする。 

③ 技術評価項目、評価内容および配点 

技術提案内容の審査にあたっては表 4-2に示す技術評価項目・評価内容・配点

をもとに、評価項目別に表 4-3、表 4-4に示す段階評価により得点を付与する。 

技術評価点は、評価項目（配点区分）ごとの点数を小数点以下第 3 位を四捨五

入して第 2 位まで求める。評価項目（配点区分）ごとの選定委員の点数を平均

し、再度小数点以下第 3位を四捨五入して第 2位まで求め、合計した得点を応募

者の技術評価点とする。 
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表 4-3 技術提案内容の得点化方法（コスト以外） 

評価 判断基準 得点化方法 

A 非常に優れている 配点×1.00 

B 優れている点が多く認められる 配点×0.65 

C 部分的に優れている点が認められる 配点×0.30 

D 要求水準を満たす最低限の内容である 配点×0.00 

 

表 4-4 維持管理コスト、土木・建築工事コストの得点化方法 

評価 判断基準 得点化方法 

A 最低価格 配点×1.00 

B 最低価格＋最低価格の 2％未満 配点×0.90 

C 最低価格＋最低価格の 4％未満 配点×0.80 

D 最低価格＋最低価格の 6％未満 配点×0.70 

E 最低価格＋最低価格の 8％未満 配点×0.60 

F 最低価格＋最低価格の 10％未満 配点×0.50 

G 最低価格＋最低価格の 12％未満 配点×0.40 

H 最低価格＋最低価格の 14％未満 配点×0.30 

I 最低価格＋最低価格の 16％未満 配点×0.20 

J 最低価格＋最低価格の 18％未満 配点×0.10 

K 最低価格＋最低価格の 20％未満 配点×0.05 

L 最低価格＋最低価格の 20％以上 配点×0.00 

④ プレゼンテーション 

応募者は、技術提案内容について選定委員会でプレゼンテーションを行う。 
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(5) 価格評価点の算出 

① 提案価格の確認 

本市は、応募者が提出した提案価格書に記載された提案価格が、予定価格（事

業費限度額）以下であることを確認する。予定価格（事業費限度額）を超える場

合は無効とする。また、調査基準価格を下回る場合は、低入札価格調査を実施

し、契約の適切な履行がなされないと判断される場合には失格とする。 

② 価格評価点の得点化方法 

価格提案の評価は、調査基準価格と同額の提案を 300 点、予定価格と同額の提

案を 0 点として、それらの中間の価格提案については直線補間により評価する。

なお、調査基準価格を下回る提案があった場合においても、価格提案評価は 300

点を上限とする。 

  

図 4-1 価格評価点の得点化方法 

 

価格評価点＝300× 
（予定価格－提案価格） 

（予定価格－調査基準価格） 

 

なお、価格評価点は小数点以下第 3 位を四捨五入し第 2 位まで求める。 
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(6) 総合評価点の算定および優秀提案の選定 

① 総合評価点の算定 

各応募者について価格評価点および技術評価点を合計し、総合評価点を算定す

る。 

技術評価点と価格評価点のウェイトは、7：3 とする。 

技術評価点 と価格評価点の合計値が総合評価点となる。 

② 最優秀提案者の選定 

各応募者の総合評価点が最も高い提案者を最優秀提案者に選定する。 

 

5. 事業者の決定 

本市は、委員会の選定結果を踏まえ、事業者(優先交渉権者)を決定する。なお、最

優秀提案者が 2社以上あるときは、それらの者のうち、技術評価点の最も高い者を事

業者とする。 

また、技術評価点も同点の場合は、くじにより事業者（優先交渉権者）を決定す

る。この場合、当該応募者がくじを引かない場合は、選定事務に関係のない職員にく

じを引かせて事業者（優先交渉権者）を決定する。 

 
6. 選定結果の公表 

本市は、選定委員会における選定結果を取りまとめて、速やかに応募者に対して通

知する。なお、優先交渉権者とならなかった応募者は通知を受けた日の翌日から 7日

(休日を除く)以内に、書面により選定結果について説明を求めることができる。 

 

7. 応募者がプロポーザル参加資格を欠くに至った場合 

応募者が事業者選定期間中にプロポーザル参加資格を欠くに至った場合の対応は、

以下の通りとする。 

(1) プロポーザル参加資格確認基準日の翌日から最終提案書類の提出までの間、応募

者がプロポーザル参加資格を欠くに至った場合、当該応募者はプロポーザルに参

加することができない。 

(2) 最終提案書類の提出の翌日から優先交渉権者決定日までの間、応募者がプロポー

ザル参加資格を欠くに至った場合、本市は当該応募者を優先交渉権者決定の審査

対象から除外する。 

(3) 優先交渉権者決定日の翌日から工事請負契約の締結日までの間に応募者がプロポ

ーザル参加資格を欠くに至った場合には、本市は優先交渉権者と事業契約を締結



9 
 

せず、次順位者を優先交渉権者とする。 


